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仕 様 書 

 

１ 委託件名 

武蔵村山市ビジネスプランコンテスト実施業務委託 

 

２ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和８年２月２７日まで 

 

３ 履行場所 

武蔵村山市本町一丁目 1 番地の１ 他 

 

４ 目的 

本事業は、武蔵村山市における創業支援事業として、地域に根差したビジネスプランを

対象としたコンテスト（以下「ビジネスプランコンテスト」という。）を実施し、新たな創

業者の掘り起こしと地域に根差した創業に対する機運醸成を図ることを目的とする。 

 

５ 委託内容 

ビジネスプランコンテストの実施に係る業務全般 

⑴ 市と協議の上、次号及び第３号に掲げる業務の具体的な進め方について詳細に記載し

たビジネスプランコンテストの実施要領を作成する。 

⑵ チラシ、ポスター及びウェブ等の広報ツールの作成及び印刷を行う。 

⑶ 募集から表彰までに係る以下の業務を行う。 

ア 参加登録用ウェブの構築 

ビジネスプランコンテストの説明や参加登録のための WEB フォームを備え、問合せ

に対応すること。 

イ 参加登録希望者対象のオンライン説明会の案内及び開催 

参加登録希望者を対象にオンライン説明会を３回以上開催し、参加登録の際の注意

点や要件、審査のポイント等に関する説明及び質疑応答に対応する。 

ウ 参加登録の受付及び参加登録者の管理 

エ 参加登録者対象のワークゼミの案内及び開催 

参加登録者を対象にワークゼミを開催し、一次審査に向けて、ビジネスプランをブ

ラッシュアップするための助言等を行う。 

ワークゼミは、ビジネスアイデア実現に向けたワークと創業に関する講義とビジネ

スプランをブラッシュアップするための相談を含めて４時間程度実施すること。 

オ 一次審査に係る書類の受付、審査の実施及び結果通知の送付 

参加登録者からの書類提出の受付、審査員への連絡や集計作業を行うこと。 

カ 最終審査会の開催、審査の実施 

最終審査会の進行や記録、審査の取りまとめを行う。 

キ 入賞者に対する表彰及び撮影 
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ク 上記業務を含むビジネスプランコンテストに係る全般的な運営 

ビジネスプランコンテストの実施内容については、事前に市と協議の上、決定する

ものとし、各業務の実施予定時期については、別紙のとおりとする。また、全ての業

務完了後、詳細な経過を記載した実績報告書その他関係資料を提出するものとする。 

その他、必要な事項については、市との協議の上、決定する。 

 

６ 秘密の保持 

受託者は、本業務の履行に際して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。このこ

とは、委託期間終了後も同様とし、そのために必要な措置を講ずること。 

 

７ 個人情報の保護 

本契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等の

取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。 

 

８ 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行 

武蔵村山市情報セキュリティポリシーの要旨を踏まえ、以下の事項を遵守すること。 

⑴ 複写及び複製の禁止 

受託者は、本契約による業務を処理するため、市が貸与する原票、資料、その他貸与

品等及びこれらに含まれる情報（以下「市からの貸与品」という。）を、市の承諾なくし

て複写及び複製してはならない。 

⑵ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、市からの貸与品（複写及び複製したものを含む。）について、市が認める場

所以外へ持ち出してはならない。 

 

９ 環境により良い自動車の利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確

保する環境に関する条例（平成 12 年東京都条例第 215 号）の規定に基づき、次の事項を遵

守すること。 

⑴ ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

⑵ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（平成 4 年法律第 70 号）の対策地域内で登録可能な自動車利用に

努めること。 

なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置

装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出す

ること。 

 

１０ 検査 

⑴ 受託者は、本業務の完了後、速やかに市に業務完了報告書及び成果品を提出し、市の

検査を受けるものとする。 
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⑵ 受託者は、原則として、あらかじめ指定された日時及び場所において、市の職員が行

う検査に立ち会わなければならない。 

⑶ 受託者は、検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てるこ

とができない。 

 

１１ その他 

その他本仕様書に記載のない事項又はその他疑義が生じた場合は、市及び受託者で協議

の上、決定すること。 

 

１２ 連絡先 

協働推進部産業観光課商工係 担当：豊泉・大野 

電話０４２－５６５－１１１１（内線２２５）
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「ビジネスプランコンテスト実施業務委託仕様書 ５ 委託内容」別紙 

 

実施項目 始期（予定） 終期（予定） 

実施要領の作成 事業確定後速やかに － 

チラシ・ポスター・ウェブ等の構成要素作成 事業確定後速やかに ７月１日(火) 

募集チラシ・ポスターの作成 ７月１日(火) ８月１日(金) 

参加登録用ウェブの構築 ７月１日(火) ８月 25 日(月) 

参加登録の受付、参加登録者の管理 ８月 26 日(火) 10 月 10 日(金) 

オンライン説明会の案内 ８月 26 日(火) 10 月 10 日(金) 

オンライン説明会の開催 ８月 26 日(火) 10 月 10 日(金) 

ワークゼミの案内 ８月 26 日(火) 10 月 10 日(金) 

ワークゼミの開催 10 月７日(火) 10 月 13 日(月) 

一次審査書類の受付 10 月 13 日(月) 11 月 9 日(日) 

一次審査の実施、結果通知の送付 11 月 10 日(月) 11 月 14 日(金) 

※ 一次審査通過者への支援 11 月 14 日(金) 12 月 12 日(金) 

最終審査会の開催、審査の実施 12 月 14 日(日) － 

入賞者に対する表彰、撮影 12 月 14 日(日) － 

※ 入賞者に対する伴走支援 12 月 15 日(月) 3 月 13 日(金) 

※ 奨励金の支払審査・決定 3 月 13 日(金) 3 月 31 日(火) 

※本契約による業務外で市又は連携機関が実施する。 
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個人情報等の取扱いに関する特記仕様書 

 

 （法令等の遵守） 

第１条 受注者（以下「乙」という。）は、発注者（以下「甲」という。）との間で締結する

本契約の履行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下本特記仕様書において「法」という。）、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）、個人情

報の保護に関する法律についてのガイドライン（行政機関等編）（以下「個人情報保護法ガ

イドライン」という。）、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等･

地方公共団体等編）（以下「特定個人情報ガイドライン」という。）、武蔵村山市情報セキュ

リティポリシーその他関係法令等（以下これらを「法令等」という。）を遵守しなければな

らない。 

 

 （定義） 

第２条 本特記仕様書で使用する用語は、法及び番号法で使用する用語の例による。 

 

 （秘密保持） 

第３条 乙は、法令に特別の定めがある場合を除き、本契約の履行に際して知り得た個人情

報及び特定個人情報（以下「個人情報等」という。）を第三者に漏らしてはならない。本契

約終了後も同様とする。 

２ 乙は、本契約の履行に携わる乙の従業者（以下単に「従業者」という。）に、個人情報等

の秘密保持に係る誓約書を提出させなければならない。 

 

 （安全管理措置） 

第４条 乙は、本契約の範囲内において、個人情報等の取扱いについて甲が採るべき措置と

同等の安全管理措置（個人情報保護法ガイドライン及び特定個人情報ガイドラインで求め

られる安全管理措置をいう。）を講じる義務を負う。 

 

 （従業者の明確化） 

第５条 乙は、従業者のうちから、個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド

（行政機関等向け）に規定する総括保護管理者、保護管理者、保護担当者（特定個人情報

については、特定個人情報ガイドラインに規定する総括責任者、保護責任者、事務取扱担

当者）及び監査責任者に相当する者（以下「総括保護管理者等」という。）を指名し、個人

情報等の安全管理体制の確保及び維持に努めなければならない。 

２ 乙は、本契約の締結後、速やかに総括保護管理者等を指名し、総括保護管理者等の氏名、

役職等及び個人情報等の安全管理体制について甲に書面で届出を行い、承認を得なければ

ならない。総括保護管理者等又は個人情報等の安全管理体制を変更する場合も同様とする。 

 

 （監督・教育） 



6 

第６条 乙は、本特記仕様書及び法令等が遵守されるよう従業者を監督しなければならない。 

２ 乙は、従業者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、そ

の他法令等で定められた安全管理措置に関する教育及び研修を実施しなければならない。 

 

 （作業場所） 

第７条 乙は、あらかじめ個人情報等を取り扱う事務を行う作業場所（特定個人情報を取り

扱う事務については、特定個人情報ガイドラインに規定する取扱区域及び管理区域をいう。

以下同じ。）を定め、本契約締結後、速やかに甲に書面で届出を行い、承諾を得なければな

らない。作業場所を変更する場合も同様とする。 

２ 乙は、甲の事業所内に作業場所を設置するときは、当該事業所に出入りする全ての従業

者に乙が発行する身分証を携帯させなければならない。 

 

 （持出しの禁止） 

第８条 乙は、本契約において取り扱う個人情報等を作業場所以外の場所に持ち出してはな

らない。ただし、持出しの理由、方法、場所、持ち出す個人情報等の範囲その他甲の指定

する事項について、書面によりあらかじめ甲に申し出て承諾を得た場合は、施錠可能な容

器に入れる等の盗難防止措置（電磁的記録媒体で持出しを行う場合は、暗号化等の安全管

理措置を含む。）を講じる場合に限り、持ち出すことができる。 

 

 （目的外利用等の禁止） 

第９条 乙は、法令に特別の定めがある場合を除き、本契約に係る個人情報等を利用目的以

外の目的のために利用し、又は第三者に提供（以下「目的外利用等」という。）してはなら

ない。 

２ 乙は、個人情報等の目的外利用等を行うときは、あらかじめ甲の承諾を得なければなら

ない。ただし、やむを得ない理由により事前に承諾を得ることができない場合は、目的外

利用等の後、直ちに報告を行うこととする。 

 

 （複製等の制限） 

第１０条 乙は、甲の指示又は承諾を受けた場合を除き、甲から提供又は貸与を受けた個人

情報等が記録された資料を複写し、又は複製してはならない。 

 

 （管理） 

第１１条 乙は、本契約に係る個人情報等の管理に当たっては、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

 ⑴ 利用目的、収集から廃棄までの手続を明記し従業者に周知する等、違法な利用や漏え

い等の事故発生を防ぐ措置 

 ⑵ 施錠可能な書庫等で保管し、個人情報等を保有する端末のワイヤーロックを行う等、

盗難を防止する措置 

 ⑶ 個人情報等の保管場所への入退室及び機器の持込みを管理する措置 



7 

 ⑷ 個人情報等を電子データで保管する場合には、次に掲げる措置 

  ア 電子データにアクセスできる者及びアクセスできる個人情報ファイル又は特定個人

情報ファイルの限定、アクセスログの分析等 

  イ 電子データを保管する端末への機器接続制限 

  ウ ２段階以上のアクセス認証 

  エ セキュリティソフト、ファイアウォール等による外部からの不正アクセス、サイバ

ー攻撃等の防止 

  オ 電子データを保管する端末をインターネットから独立させる等の手段によるデータ

の漏えい防止 

 

 （受渡し） 

第１２条 本契約の履行に必要な個人情報等の受渡しは、甲が指定した日時及び場所におい

て行うものとし、乙は、個人情報等の受渡しを受けたときは、甲に対して受領証を提出し

なければならない。 

 

 （返却又は消去等） 

第１３条 乙は、本契約が終了したとき又は甲の求めがあったときは、直ちに個人情報等を

甲に返却するものとする。ただし、甲から指示があったときは、文書に記録されたものに

ついては溶解等の方法により、電磁的記録媒体に記録されたものについては物理的若しく

は磁気的な破壊、ソフトウェアによるデータ消去等の復元不可能な方法により消去し、又

は廃棄することができる。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報等を消去し、又は廃棄するときは、甲乙協議

により期限を定めた上で、乙の責任により行うものとし、個人情報等の消去又は廃棄が完

了したときは、その完了した事実を証する書類を甲に提出しなければならない。 

 

 （再委託の制限） 

第１４条 乙は、本契約に係る業務の一部を再委託（再委託の相手方が行う再々委託以降の

委託を含む。以下同じ。）してはならない。ただし、再委託先の名称、再委託の理由、再委

託する業務の内容、再委託先において取り扱う個人情報等、再委託先における安全管理措

置、再委託先に対する管理・監督の方法その他甲が指定する事項を明らかにした上で書面

により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により再委託を行う場合は、乙は、本契約に係る契約書に定める事

項及び法令等を遵守するよう再委託先の管理・監督を行わなければならない。 

３ 第３条から前条までの規定は、再委託を行う場合について準用する。 

 

 （情報漏えい等が発生した場合の措置及び責任） 

第１５条 乙は、本契約に関し個人情報等の漏えい、滅失、毀損等の事故が発生したときは、

直ちに必要な調査を行い、当該事故の内容、発生場所、発生状況、事故に係る個人情報等

の内容及び件数その他甲が指定する事項について、書面で甲に報告するとともに、影響を
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最小限に抑える方策及び再発防止策を講じ、書面により速やかに甲に報告しなければなら

ない。この場合において、甲は、これらの報告の内容について、個人情報保護委員会に報

告し、及び公表することができる。 

２ 乙は、乙の責めに帰すべき事由により発生した個人情報等の漏えい等の事故により甲又

は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

３ 前２項の規定は、本契約終了後に発覚した事故に対しても適用する。 

 

 （契約内容の遵守に関する報告等） 

第１６条 乙は、本特記仕様書の遵守状況について、定期に書面で甲に報告しなければなら

ない。 

２ 乙は、個人情報等の取扱状況、再委託先の監督状況、安全管理体制等に関して甲からの

求めがあったときは、書面により直ちに甲に報告しなければならない。 

 

 （必要があると認めるときの実地調査又は監査） 

第１７条 甲又は甲が指定した者は、乙（第１４条第１項ただし書の規定に基づき、本契約

に係る業務の一部を再委託する場合の再委託先を含む。以下本条において同じ。）の業務に

支障を生じさせない範囲において、随時に乙の施設への立入り、必要な書類の閲覧･複写、

乙の従業者への聴取等、本特記仕様書に基づき適切な措置が講じられているかを確認し、

及び検証するための調査又は監査を実施することができる。この場合において、乙は、合

理的事由のある場合を除き、甲又は甲が指定した者が行う調査又は監査に協力しなければ

ならない。 

２ 甲は、前項の調査又は監査の目的を達成するために必要な範囲において、乙に対して情

報の提供を求め、又は改善のための指示を行うことができる。 

 

 （法令等に違反した場合の契約解除及び賠償） 

第１８条 甲は、乙が法令等の規定又は本特記仕様書に定める義務に違反したときは、本契

約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、損害金として甲に対して契約金額（単

価契約であって仕様書等の記載により予定数量が明らかな場合は、契約金額に予定数量を

乗じて得た額）の１０分の１に相当する額を支払わなければならない。ただし、契約の解

除により甲に生じた実際の損害額が当該１０分の１に相当する額を超える場合は、実際の

損害額に相当する額を賠償するものとする。 

 

 （管轄の合意） 

第１９条 本特記仕様書に規定された事項に関連して生じた甲乙間の紛争については、甲の

所在地を管轄する裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 


